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市民参加の評価方法について 

１ 条例で定められていること 

（１）市民参加推進評価会議で評価する事項 

条例第１３条第２項で、市民参加推進評価会議で評価する事項が定められて

います。第３号の「市民参加の実施状況の評価に関する事項」とは、以下の対

象事項を指しています。（市民参加条例 逐条解説） 

市民参加の対象事項（条例第６条） 
（１）条例の制定又は改廃 

例：自治基本条例、市民参加条例等 

（２）計画等の策定又は変更 
  例：総合計画、男女共同参画プラン等 

（３）制度の導入又は改廃 
  例：ごみ分別収集制度等 

（４）公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更 
  例：体育館、図書館等に係る計画等 

（２）市民参加の方法 

条例第 7 条と第８条をまとめると、「市民参加を求める場合は、次の方法の

うちから１以上、ただし、対象事項が市民に及ぼす影響が大きいものは２以上

の方法により行う。」と、方法の種類と最低限の実施数が定められています。 

①審議会等 

   有識者や市民、企業や教育関係者、市民団体の代表者などさまざまな立場の人が集

まり、策定する施策を審議する会議。または、市政に対して意見を述べ審議する会

議のこと。 

 

 

 

 

②パブリックコメント 

   条例や計画の案などを公表し、それに対し広く市民の意見を募集し、市民から提出

された意見を参考に施策等を決定していくもの。 

 

 

 

 

 

 

作成した条例や計画案の

公表＆意見募集 

提出された 

意見の反映等 
結果公表 

     条例や計画の策定段階、事業の評価段階 主な場面 

     条例や計画の作成途中や終盤 主な場面 

資料２ 

特徴：市の考えだけでなくあらゆる立場の人の意見を聞くことができる 

特徴：時間に縛られることなく、誰でも意見を出すことができる 

対象事項以外の、計画の進

捗管理等への市民参加は

評価の対象に含みません。 
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③市民説明会 

   市が施策の趣旨や目的、内容などを市民へ説明し、それに対し、市民の意見を聴取

するための集会のこと。 

 

 

④ワークショップ 

   課題に対して意見を出し合いながら、一定の方向性（施策等）を見出すための会議

のこと。 

 

 

 

 

⑤その他 

   アンケート調査やフォーラム、シンポジウムなどがあります。 

 

２ 評価の流れ 

予 

定 

実施予定の評価 

（前年度） 

【１２月頃】担当課が、次年度から実施を予定している事項の

市民参加推進調査シートを作成 

【３月頃】市民参加推進評価会議で実施予定の市民参加の評価 

⇒会議ででた意見を担当課へフィードバック＆公表 

 

 

 

 

実 

績 

実施実績の評価 

（翌年度） 

【実施年度の３月頃】担当課が、当該年度に終了する事項の市

民参加推進調査シートを作成 

【５月頃】市民参加推進評価会議で実施した市民参加の評価 

⇒会議で出た意見を担当課へフィードバック＆公表 

  

実 

施 
実施年度 

会議ででた意見を参考に担当課が事業を実施 

【５月頃】市民参加推進評価会議で実施状況の中間報告 

（評価はしません） 

     条例や計画の策定段階 主な場面 

特徴：施策の内容を具体的に聞くことができ、対面で意見を出すことができる 

特徴：意見を出すだけでなく、意見について話し合うことで方向性がまとまる 
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３ 書類の種類と流れ 

（１）書類の種類 

№ 書類の名称と概要 記入者 

① 

市民参加推進調査シート（p.12～14） 

 市民参加の対象事項の概要や、対象事項に対してどのような市民参加

を実施する（予定）／実施した（実績）等が記載された書類です。 

市の担当課 

② 

市民参加対象事項（予定）評価シート（p.15） 

 ①（予定）の書類を確認後、対象事項が実施する予定の市民参加につ

いて評価を記入いただく書類です。 

委員各位 

③ 

市民参加対象事項（実績）評価シート（p.15） 

①（実績）の書類を確認後、対象事項が実施した市民参加について評

価を記入いただく書類です。 

委員各位 

 

（２）書類の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市⺠参加推進評価会議 事務局（市⺠協働課） 担当課 

予 

定 

 

 

（予定）記入 

書類① 
提出 書類①、② 

送付 
 

 

取りまとめ 

書類① 

書類②返信 

 

 
書類② 

 

 

確認 

書類① 

 

 

記入 

書類② 

提出 

 

 

取りまとめ 

書類② 

フィードバック＆公表 評価を参考に 

市民参加を実施 

評価＆回答まとめ送付 

会議 

（市民参加予定に

ついて評価） 

 

 

意見に対する回答

作成 

書類②回答 照会 

実 

績 

 

 

（実績）記入 

書類① 
提出 書類①、③ 

送付 
 

 

取りまとめ 

書類① 

書類③返信 

 

 
書類③ 

 

 

確認 

書類① 

 

 

記入 

書類③ 

提出 

 

 

取りまとめ 

書類③ 

会議 

（市民参加実績に

ついて評価） 

フィードバック＆公表 次回の市民参加の

参考にする 

 

 

意見に対する回答

作成 

書類③回答 照会 

評価＆回答まとめ送付 
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４ 書類①「市民参加推進調査シート」の見方（市の担当課が記入します） 

※予定調査時に提出がない取組は予定欄が空欄となっています。 

【様式１－１】（p.12～13）…市民参加の手法の内容について記載 

 

 

 

 

 

 

 

評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『市民参加の手法』欄] 

・適切な市民参加の方法を選択し

ているか 

市民参加の手法 

（第８条） 

・適切と認める１以上の方法により

行う 

・対象事項が特に市民に及ぼす影響

が大きいと認めるときは、２以上の

方法を併用するものとする 

 

 

 

ガイドラインを遵守しているか、担当課が特に重視している点等を記

入しています。 

新しく作る施策は新規、今ある施策の改定などは継続 

市民参加をどのような方法でやるのかを記入しています。 

この場合は、「審議会等」、「パブリックコメント」、「ワークショップ」を行うことになります。 

[ ]内は調査シートの見ていただきたい欄や参考資料を記載 

✓ ✓ 



 

5 

 

評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『委員構成内訳』欄] 

・市民公募委員は入っているか 

・委員構成は偏っていないか 

[『備考』欄、条例逐条解説] 

・市民公募をしない場合の理由は

適当か 

委員の選任 

（第９条第１、２項） 

・審議会等の委員として選任する者

には、原則として公募による市民を

含める 

・市民の多様な意見が反映されるよ

う努める 

[『開催日』『回数』『内容』欄] 

・適切な時期に実施しているか 
実施時期 

（第８条） 

・市民参加を求める場合は、意思決

定前の適切な時期に行う 

[『会議の傍聴』『名簿公開』欄] 

・各項目は公開されているか 

[『備考』欄、条例第９条第４項] 

・非公開の場合、理由は適当か 

各内容の公開、 

事前周知 

（第９条第３、４、５項） 

・委員の氏名,区分,任期を公表する 

・審議会等の会議は、公開とする 

・事前に公表するよう努める 

[『議事録公開』『意見の反映』欄] 

・議事録は公開されているか 

・意見は適切に取り扱われている

か 

議事録の公開、 

意見の反映 

（第９条第６項） 

・審議会等の会議録を作成し、不開

示情報を除き、速やかに公表するよ

う努める 

（第１２条第１項） 

・市民からの意見を総合的かつ多面

的に検討する 

市民参加実施開始の前年度に各課が記入します。 

市民参加実施後（最終年度）に各課が記入します。 
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評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『意見募集期間』『結果公表時期』欄] 

・適切な時期に実施しているか 
実施時期 

（第８条） 

・市民参加を求める場合は、意思決

定前の適切な時期に行う 

[『日数』『周知方法』『工夫点』欄] 

・募集する日数は 30 日以上か 

・設置場所は十分か 

・市民の目に触れる機会や意見が

出しやすくなる工夫がされている

か 

周知方法、 

募集期間 

（第１０条第１、２項） 

・事前に公表する 

・市民が意見を提出できる期間は、

３０日以上とする 

[『結果公表時期』『意見の反映』欄] 

・公表期間が 30 日程度あるか 

・意見は適切に取り扱われている

か 

結果公表、 

意見の反映 

（第１２条第１、２項） 

・市民からの意見を総合的かつ多面

的に検討する 

・意見の検討を終え、意思決定を行

ったときは、速やかに当該意見の検

討結果を公表する 

 

  



 

7 

 

 

評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『開催日』『回数』『内容』欄] 

・適切な時期に実施しているか 
実施時期 

（第８条） 

・市民参加を求める場合は、意思決

定前の適切な時期に行う 

[『周知方法』欄] 

・十分に周知されているか 
周知方法 

（施行規則第８条、第９条） 

・事前に公表するよう努める 

[『成果物の公開』『意見の反映』欄] 

・成果物は公開されているか 

・意見は適切に取り扱われている

か 

成果物の公開、 

意見の反映 

（施行規則第８条、第９条） 

・開催の記録を作成し、公表するよ

う努める 

（第１２条第１項） 

・市民からの意見を総合的かつ多面

的に検討する 
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評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『調査対象』～『調査方法』欄] 

・調査対象は適切か 

・抽出方法及び調査方法は工夫さ

れているか 

調査対象、方法 

（第５条） 

・市民の意向を的確に把握し、市の

施策に反映させるよう努めるものと

する 

[『調査時期』欄] 

・適切な時期に実施しているか 
実施時期 

（第８条） 

・市民参加を求める場合は、意思決

定前の適切な時期に行う 

[『結果公表時期』『意見の反映』欄] 

・意見は適切に取り扱われている

か 

結果公表、 

意見の反映 

（第１２条第１、２項） 

・市民からの意見を総合的かつ多面

的に検討する 

・意見の検討を終え、意思決定を行

ったときは、速やかに当該意見の検

討結果を公表する 
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評価のポイント 評価の視点 市民参加条例の規定 

[『開催日』『回数』欄] 

・適切な時期に実施しているか 
実施時期 

（第８条） 

・市民参加を求める場合は、意思決

定前の適切な時期に行う 

[『意見の反映』欄] 

・意見は適切に取り扱われている

か 

意見の反映 

（第１２条第１項） 

・市民からの意見を総合的かつ多面

的に検討する 
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【様式１－２】（p.14）…対象事項に関する概要について記載 

５ 書類②③「市民参加対象事項（予定）／（実績）評価シート」（p.15）の 

記入例（市民参加推進評価会議委員に記入していただきます） 

   

 書類② 

 

     

 

 

 

 

 

 書類③ 

 

  

■

〇〇年度　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

対象市民 全安城市民

№

課名

1

○○課

対象事項 〇〇〇プラン策定

補足説明・現行計画の概要

上記の理由 国、県の方針はあるが、市の現状に合わせて策定できるため。

意見を反映できる余地

【事業概要及びスケジュール】
　　■プランの概要
　　　　　〇〇〇の推進に関する施策・事業計画的かつ総合的に展開していくために策定

　　■策定（制定）の根拠（背景）
　　　　　他の関連計画と整合を図るとともに、愛知県が策定する「〇〇プラン」に示す市の役割を果たすため

■策定期間における市民参加のスケジュール

R〇年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

審議会② 審議会③ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ①

審議会①
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

②
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ③

ワｰｸｼｮｯﾌﾟ
④

アンケート

2月 3月

2月 3月

審議会④

審議会⑤ 審議会⑥

1月

審議会⑦ 審議会⑧

予算額 千円余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

審議会⑨

R〇+１年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

様式１－２

評価委員氏名 安城　太郎
評価のポイントは別紙「市民参加の評価方法について」参照

№

おおむね適切である

□ 要見直し

2 △△△条例の改正

☑ 適切である
【意見等】

□ おおむね適切である

□ 要見直し

〇〇年度　市民参加対象事項（予定）評価シート

対象事項 評価 意見（評価のポイントに関すること等）

1 〇〇〇プランの策定

□ 適切である
【意見等】

（例）
・審議会が複数回予定されている点を評価しました。
・無作為抽出のアンケートはWeb回収もできるといいと思
います。

☑

評価委員氏名 安城　太郎
評価ポイントは別紙「市民参加の評価方法について」参照

№

2 △△△条例の改正

☑ 適切である
【意見等】

□ おおむね適切である

□ 要見直し

対象事項 評価 意見（評価のポイントに関すること等）

1 〇〇〇プランの策定

□ 適切である
【意見等】
（例）

・パブリックコメントの結果を適切に公表した点を評価し
ました。
・委員を公募するべきだと思います。

☑ おおむね適切である

□ 要見直し

〇〇年度　市民参加対象事項（実績）評価シート

各課の判断で記入しています。 

意見をあまり反映できない事項については、 

市民参加が限られます。 
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６ 評価をするにあたっての留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 評価結果の集約方法 

 各委員の３段階評価を●（適切である）、▲（おおむね適切である）、×（要見直し）

で表し、集計します。●を２点、▲を１点、×を０点とする点数制で、その合計点により全

体の評価を決定します。委員数 10 人の場合、20 点満点となり、最終評価は 15 点以上を

〇（適切である）、15 点未満６点以上を△（おおむね適切である）、６点未満を×（要見

直し）とします。 

 

1. 市民参加実施期間全体の評価をしてください。 

  計画策定などは２か年かけて策定していくものがよくあります。その際は、年度毎ではな

く、実施期間全体の評価をお願いします。 

2. 【意見】の欄への記入事項について 

・政策の内容についての意見は書かないでください。 

  あくまでも、各政策等を決める段階で市民参加をきちんと実施しているかを評価していただ

くものであるため、市民参加に関する意見をお願いします。 

・評価の判断理由や、より良い市民参加になるための意見があれば記入してください。 

  この評価は、各課へフィードバックされるため、判断理由や、どのような市民参加を実施す

ればより良くなるという具体的な意見を記入いただくことにより、各課の参考にさせていた

だきます。（特になければ未記入でも結構です。） 

  ※過去の会議での委員のご意見は、市公式ウェブサイト［ホーム > 市政情報 > 市民参加と協働 > 市

民参加推進評価会議］の「評価結果報告書」に掲載しています。参考にご覧ください。 

市長へ提出し、公表する評価結果は、 

この合計点により算出された評価です。 



書類①見本

Administrator
ハイライト表示





書類①見本

Administrator
ハイライト表示



�

書類②、③見本

Administrator
ハイライト表示



評価のポイント確認シート見本

Administrator
ハイライト表示


